
「第２０回環境フォーラムきょうとに係る企画・運営等業務」 

プ ロ ポ ー ザ ル 募 集 要 項 

１ 業務名称 

「第２０回環境フォーラムきょうとに係る企画・運営等」の委託業務 

２ 業務内容 

 別紙「第２０回環境フォーラムきょうとに係る企画・運営等業務仕様書」（以下「仕様書」

という。）のとおり 

３ 参加資格要件について 

  本件に応募する資格を有する者は，京都市競争入札等取扱要綱第２条第１項の規定に基づ

く競争入札有資格者名簿に登録されている者（以下「競争入札有資格者」という。）であっ

て，次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

（１）公募開始から応募期限の日までの期間に，京都市競争入札等取扱要綱第２９条第１項の

規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていないこと。

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをした者にあ

っては更生計画の認可がなされていないもの又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない

ものでないこと。

４ 提案書類作成上の注意事項 

（１）参加意思確認書 

   プロポーザルへの参加を希望する者は，令和元年１０月２８日（月）午後５時までに，

ＦＡＸにて参加意思確認書（様式１）を本要項末尾に記載する宛先へ提出（印不要，電話

等で着信を確認すること）すること。

（２）企画提案書 

   企画提案書は，仕様書に基づき，様式２により作成すること。また，必要に応じ，提案

内容を補足するための資料を別紙として添付すること。

   業務の実施体制については，本業務の実施に当たっての，管理責任者，業務担当者をす

べて記載すること。業務の一部を再委託する予定である場合や，他者の協力を得て行う予

定である場合は，その相手先と内容を記載すること。

また，管理責任者及び主たる業務担当者の手持ち業務数（本件業務の期間に見込まれる

もの）及び業務の内容を記載すること。

なお，受託者は再委託先との連絡調整，統括を責任を持って行うものとする。

（３）見積書 

   企画提案書の内容に基づき，本件業務に係る見積書とその内訳を提出すること（様式

自由）。  

   本件業務に係る経費については，１，６３０千円（消費税及び地方消費税相当額を含

  む。）を上限価格とし，これには会場使用料は含めないものとする。

   会場使用料及び追加的な企画等については，別枠で１，０００千円（消費税及び地方消

費税相当額を含む。）を上限とした見積書を作成すること。（仕様書６参照）

（４）業務実績一覧表 

   過去５年間において受託した主な業務（国，地方公共団体，民間企業問わず）について，

業務実績一覧表（様式自由）を作成すること。



（５）提出期日及び提出部数 

ア 参加意思確認書   令和元年１０月２８日（月）午後５時まで

  イ 企画提案書   

  ウ 見積書       令和元年１０月３１日（木）午後５時まで

  エ 業務実績一覧表

  ※イ，ウ，エについては，正１部，コピー７部の合計８部を提出すること

（６）提出先 

   本要項末尾に記載する宛先に持参又は郵送（期日必着，書留郵便に限る。）により提出

すること。

（７）その他留意事項 

  ア 企画提案書の作成及び提出に係る費用は，応募者の負担とする。

  イ 提出物は，返却しない。

  ウ 企画提案書その他の提出書類の内容については，本市は応募者に無断で使用しない。

  エ 応募者は，応募後に辞退する場合は，書面にて辞退届（様式自由）を提出すること。

５ 募集要項，仕様書等に関する質問期限及び回答 

  本要項及び仕様書に対する質問等，掲載内容に関する問合せについては，次のとおり書面

により受け付ける。回答は，取りまとめたうえで，京都市入札公募型プロポーザル情報の環

境政策局のホームページに掲載する（下記のＵＲＬを参照）。ただし，他の応募者に関する

事項等，本要項及び仕様書の内容に関する事項以外の問合せには応じない。 

（１）質問期限 令和元年１０月１８日（金）午後５時必着 

（２）質問方法 様式は自由，本要項末尾に記載する宛先にＦＡＸで問い合わせること。 

（３）回答方法 令和元年１０月２３日（水）までに，京都市入札公募型プロポーザル情報の

環境政策局のホームページに掲載する。 

   【ＵＲＬ】https://www.city.kyoto.lg.jp/menu5/category/70-3-1-0-0-0-0-0-0-0.html

６ 審査 

  応募された提案については，以下のとおり審査を行い，受託候補者を選定する。

（１）ヒアリング審査 

 提案資料について，ヒアリング審査を実施し，最も優秀な提案を選出する（日時及び場

所は別途連絡する）。 

   なお，応募多数の場合は，提案書による一次審査（書面審査）を行い，優秀と認められ

る提案を数件選出する。 

（２）審査基準 

書類審査及びヒアリング審査は，以下の項目について審査する。 

ア 業務の趣旨及び内容の理解度（１５点）

イ 業務実施方針の妥当性（分かりやすくアピールする企画内容か，集客に向けた工夫が

されているか）（１０点）

ウ 業務の実施体制（１０点）

エ 過去５年間に受託した参加型イベントの業務実績（５点）

オ 京都市内に本店又は主たる事務所を有している中小企業であるか（５点）

カ 見積金額及び項目の妥当性（５点）



（３）受託候補者１社の選定及び通知 

審査により，採点結果が一定点数以上（合計点が６割以上）ある者の中から順位をつけ，

最も優れた提案を行った１社を受託候補者として選定するとともに，受託候補者の提案書

を基に協議のうえ，本市が作成する契約用仕様書により契約を行う。また，応募者が１者

であった場合についても，採点結果が一定点数以上（合計点が６割以上）であり，かつ審

査委員において本業務の受託候補者として適切と判断された場合，受託候補者として決定

する。ただし，審査の結果，応募者のいずれも採用しないことがある。

なお，通知内容に疑義があり，理由の説明を求める場合は，審査結果の通知が届いてか

ら１週間以内に，京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課に対し書面により行う

こと。

７ 契約に関する基本的事項

  受託者と結ぶ契約においては，次の事項を基本とする。

（１）契約金額   

   見積書に記載された金額（消費税及び地方消費税相当額を含む）をもって契約金額とす

る。

（２）契約期間 

   契約締結日の翌日から令和２年３月２５日（水）まで

（３）その他 

次に掲げる事態が生じたときは，受託候補者の選定において定めた順位の高かった者の

順に協議を行い，契約相手方を決定する。また，決定内容については，参加者全員に速や

かに通知する。

  ア 協議が不調に終わった場合

  イ 受託候補者が，企画提案書提出の日から契約締結日までの間に，京都市競争入札等取

扱要綱第２９条の規定による競争入札参加停止の処分を受けた場合

ウ その他やむを得ない事情で契約に至らなかった場合

８ スケジュール（予定） 

内容 期日等 

募集要項の配付開始 令和元年１０月１１日（金）

質問書の提出期限 令和元年１０月１８日（金）

質問書に対する回答 令和元年１０月２３日（水）

参加意思確認書の提出期限 令和元年１０月２８日（月）

企画提案書の提出期限 令和元年１０月３１日（木）

ヒアリング審査 令和元年１１月 ８日（金）～

１４日（木）

審査結果の通知（委託業者決定） 令和元年１１月下旬

業務委託契約の締結 令和元年１２月上旬

開催日 令和２年 ３月 ７日（土）

実施報告書の提出期限 令和２年 ３月１６日（月）

※ 本スケジュールは予定であるため，日程について若干の前後が生じる可能性がある。



９ 提出先及び問い合わせ先 

  京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課（担当 大石，松岡）

  〒６０４－０９２４ 京都市中京区河原町二条下る一之船入町３８４番地

            ヤサカ河原町ビル７階

  電話：０７５－３６６－１３９４  ＦＡＸ：０７５－２２１－６５５０


